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「憲章」では、働く人々の健康が保持され、家
族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活
動への参加のための時間などを持てる豊かな生活が

できる社会を、仕事と生活の調和が実現した社会の
具体的な３つの姿の２つ目に掲げています。

＜数値目標＞

④労働時間等の課題について労使が話し合いの機会
を設けている割合
労働時間等の課題について労使が話し合いの機会
を設けている割合を見ると、2018年は52.9％とな
っており、近年、増減を繰り返しています（図表
3-3-1）。

⑤週労働時間60時間以上の雇用者の割合
週労働時間60時間以上の雇用者の割合を見ると
2005年以降は低下傾向にあります。2011年からは
連続して低下しており、2019年は6.4％となりまし
た（図表3-3-2）。なお、週労働時間60時間以上の
雇用者の割合を雇用形態別、男女別に見た場合も、
全体の傾向とほぼ同じ傾向で推移しています（参考
図表１、２）。

【図表3-3-1　労働時間等の課題について
労使が話し合いの機会を設けている割合】

【図表3-3-2　週労働時間60時間以上の雇用者の割合】
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1. 総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
2. 数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める割合。
3. 2011年の値（［　］表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を
除く全国の結果。
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（備考）
１.2013年までは、厚生労働省「労働時間等の設定の改善の促進を通じ
た仕事と生活の調和に関する意識調査」、2014年～2016年は「労働
時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な
休暇制度の普及促進に関する意識調査」、2017年は「仕事と生活の
調和の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」、
2018年は「働き方・休み方改革の取組及び仕事と生活の調和の実現
に関する調査研究　企業アンケート調査」より作成。

２.2009年以前の調査対象：「農林業、医療・福祉業、教育・学習支援
業、サービス業を除く従業員数30人以上の企業」　、2010年～
2017年の調査対象：「農林業を除く従業員数30人以上の企業」、
2018年の調査対象：「農林水産業、公務（他に分類されないもの）
を除く従業員10人以上の企業」。

３.2018年は、「長時間労働の抑制に関する労使の話し合いの機会」、
「年次有給休暇の取得促進に関する労使の話し合いの機会」の少なく
とも１つに「設けている」という回答した企業の割合。

2018

52.9

2020

Ⅲ　健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会に関する
数値目標設定指標の動向
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【参考３　週労働時間49時間以上の雇用者の割合】

【参考２　年間就業日数200日以上かつ週労働時間
60時間以上の雇用者の割合（雇用形態別・男女別）

【参考１　年間就業日数200日以上かつ
週労働時間60時間以上の雇用者の割合（雇用形態別）】

（備考）
１．総務省「就業構造基本調査」より作成。
２．数値は会社などの役員を除く雇用者における年間就業日数 200日以上の者の割合。
３．「非正規」とは、「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」、「その他」の合計。 なお、雇用者の区分は勤め

先での呼称による。
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（備考）
1. 総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
2. 数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める割合。
3. 2011 年の値（［　］表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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⑥年次有給休暇取得率
年次有給休暇取得率を見ると、2000年以降は、50
％を下回る水準で推移していましたが、2018年は
52.4％に上昇しました（図表3-3-3）。

⑦メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職
場の割合
メンタルヘルス対策に取り組んでいる職場の割合
を見ると、2018年は59.2％となり、2013年以降、
60％前後の水準で推移している状況です（図表
3-3-4）。

【図表3-3-4　メンタルヘルス対策に
� 取り組んでいる職場の割合】

【図表3-3-3　年次有給休暇取得率】
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（備考）
１. 厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
２. 調査対象が変わっているため、時系列比較には注意を要する。
  2006年以前の調査対象：「本社の常用労働者が30人以上の会社組織の民
  営企業」
  2007～2013年の調査対象：「常用労働者が30人以上の会社組織の民営
  企業」
  2014年以降の調査対象：「常用労働者が30人以上の民営企業」（複合サー
ビス事業、会社組織以外の法人（医療法人、 社会福祉法人、各種の協同組
合等）含む）

３. 2011～2013年は、東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、被
災地域から抽出された企業を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に
所在する同一の産業・規模に属する企業を再抽出し代替。　　　　　　

４．2014年は2014年４月、2015年は2015年９月、2016年は2016年７月にそ
れぞれ設定されている避難指示区域（帰還困難区域、 居住制限区域及び避
難指示解除準備区域）を含む市町村に所在する企業を調査対象から除外。

（年）
1992 1997 2002 2007 20202011 2012 2013 2015 2016 2017 2018

（備考）
１．2013年以降の数値は、厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」、
2012年の数値は、厚生労働省「労働者健康状況調査」（2012年）、2011
年の数値は、厚生労働省「労働災害防止対策等重点調査」（2011年）、そ
れ以前の値は、厚生労働省「労働者健康状況調査」より作成。

２．数値は、10人以上規模民営事業所における「心の健康（メンタルヘルス）対
策に取り組んでいる」と回答した事業所割合。

３．2011年の調査では東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、被
災地域（※）に所在する事業所を抽出対象から除外し、被災地域から調査対
象として抽出する予定の数を被災地域以外の地域に所在する同一の産業・
規模に属する事業所から抽出し、調査対象とした。

　 ※ 被災地域は、岩手県、宮城県及び福島県の全域
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健康で豊かな生活ができるための時間を確保する
ため、長時間労働の抑制は重要な課題です。
年間総実労働時間は2009年に、一般労働者とパ

ートタイム労働者のいずれについても、それ以前に
比べ大幅に減少しました。その後は、緩やかな増加
傾向となっていましたが、2013年から2018年まで

は、就業形態計は前年と比べると減少し、一般労働
者は横ばい、パートタイム労働者は減少傾向にあっ
たところ、2019年は一般労働者とパートタイム労働
者のいずれについても大幅に減少しました（図表
3-3-5）。
また、一般労働者の年間総実労働時間の推移を事
業所規模別に見ると、事業所規模が100人以上では
2,000時間未満であるのに対して、99人以下では依
然として2,000時間を越えています（図表3-3-6）。

【図表3-3-5　就業形態別平均年間総実労働時間指数とパートタイム労働者比率の推移】
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（備考）
１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。
２．事業所規模５人以上。
３．総実労働時間指数は2015年＝100とした数値である。
４．2011年３～４月分について、岩手県、宮城県及び福島県（宮城県は５月も）の被災３県を中心に 一部調査を中止している。
５．「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち、①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで一週の所定労
働日数が一般の労働者より少ない者に該当する者をいう。

　「一般労働者」とは、常用労働者のうちパートタイム労働者でない者をいう。
　（※「常用労働者」とは、期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。）
６．厚生労働省「毎月勤労統計調査」について、2012年以降の値は、東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計した値（再集計値）を公表してい
るが、2004年から2011年までの値の再集計が行われていないため（2020年３月現在）、当該調査に基づき作成している本図表においては再集計値を用いず、
2012年以降についても昨年度と同じ測定基準に基づく数値である従来の公表値を用いたものを掲載している。
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【図表3-3-6　事業所規模別年間総実労働時間の推移（一般労働者）】
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（備考）
１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。
２．年間総実労働時間は年の月平均値を12倍したもの。
３．2011年３～４月分について、岩手県、宮城県及び福島県（宮城県は５月も）の被災３県を中心に一部調査を中止している。
４．「一般労働者」とは、常用労働者のうちパートタイム労働者（常用労働者のうち、①1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者、②1日の所定労働時間が一般の
労働者と同じで一週の所定労働日数が一般の労働者より少ない者のいずれかに該当する者）でない者をいう。（※「常用労働者」とは、期間を定めずに、又は1か月以
上の期間を定めて雇われている者をいう。）

５．厚生労働省「毎月勤労統計調査」について、2012年以降の値は、東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計した値（再集計値）を公表してい
るが、2004年から2011年までの値の再集計が行われていないため（2020年３月現在）、当該調査に基づき作成している本図表においては再集計値を用いず、
2012年以降についても昨年度と同じ測定基準に基づく数値である従来の公表値を用いたものを掲載している。
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週労働時間60時間以上雇用者の割合を、企業規
模別に見ると、2012年以降いずれの企業規模にお
いても10％を切っており、2019年では、1,000人
以上で最も低い5.4%、１～ 29人で最も高い6.9％
となっています。また、全ての規模において、前年
と比較して低下しています。2000年代前半と比較
して見ると、全ての規模において低下しています

が、1000人以上、500～ 999人及び100～ 499人
では特に大きく低下しています（図表3-3-7）。
業種別に見ると、2019年では、「運輸業、郵便業」

の割合が15.8％と高く、次いで「教育、学習支援
業」が10.5％となっています。また、2014年と比
べて、多くの産業で低下しています（図表3-3-8）。

【図表3-3-7　企業規模別週労働時間60時間以上の雇用者の割合の推移】

【図表3-3-8　業種別の週労働時間60時間以上の雇用者の割合の推移】

（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．数値は非農林業雇用者（休業者を除く）の従業者規模ごとの総数に占める割合。
３．2011年の[　]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．雇用者のうち休業者を除いた者の総数に占める割合。
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週労働時間60時間以上の雇用者の割合を男女別
で見ると、2005年以降は男女とも低下傾向ですが、

男性は女性と比べて高く、2019年は男性で9.8％、
女性で2.3％となっています（図表3-3-9）。

週労働時間60時間以上の就業者の割合について、
男性を年齢別に見ると、2005年以降は各年齢階層
で低下傾向にありますが、一貫して30歳代、40歳

代の割合が高く、2019年は40歳代が13.0％となっ
ており、次いで30歳代が12.8％となっています
（図表3-3-10）。

【図表3-3-9　週労働時間60時間以上の雇用者の割合（男女別）】

【図表3-3-10　週労働時間60時間以上の就業者の割合（男性・年齢別）】
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（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める割合。
３．2011 年の [　] 内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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（備考）
１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．数値は、非農林業就業者 ( 休業者を除く ) 総数に占める割合。
３．2011 年の [　] 内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。　
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また、30歳代の男性について正規の職員・従業員の
週間労働時間階級別の割合を見ると、2017年では、週
43～ 48時間が高く（30.7％）、次いで週49～ 59時
間（24.8％）、週35～ 42時間（21.9％）となってい

ます。2012年と比べると、週35～42時間、週49～
59時間、週60～ 64時間以上の階級において割合が
低下しています。（図表3-3-11）。

【図表3-3-11　年間就業日数200日以上の男性正規職員・従業員の週労働時間の分布（男性、30～39歳）】

【図表3-3-12　国家公務員の平均年間超過勤務時間数】

2018年の超過勤務の年間総時間数は、全組織平
均で226時間となっています。

組織区分別に見ると、本府省では356時間、本府
省以外では198時間となっており、本府省以外は前
年と比べて減少していますが、本府省では増加して
います（図表3-3-12）。

（備考）
1. 総務省「就業構造基本調査」より作成。
2. 週労働時間の割合は、年間就業日数 200日以上の者の割合。
3.「正規職員・従業員」とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。

（％）
50

40

30

20

10

0

■ 2012年

■ 2017年

1.4 0.9
4.6

23.3
21.9

0.7

29.0
30.7

25.5 24.8

9.8 8.5
6.1

8.1

30時間未満 30～34時間 65時間以上35～42時間 43～48時間 49～59時間 60～64時間

232 235 234 238 229 233

362
374

368
376

364 363

208 208 207 210 201 206

235

366

207

228

350

201

226

356

198

200

0

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

全組織 本府省 本府省以外

（時間）

（年）

（備考）
１．人事院「人事院勧告参考資料」より作成。
２．超過勤務とは、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、各省各庁の長により、正規の勤務時間（原則として 1日 7時間 45分、1週間当たり 38
時間 45分）以外の時間において命ぜられた勤務。

２．国家公務員の超過勤務の状況
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労働者の心身の疲労回復のみならず、生活の質の
向上、さらには生産性の向上の観点からも、年次有
給休暇の取得の促進は重要です。
年次有給休暇取得率を企業規模別に見ると、2010

年以降、企業規模が大きいほど取得率が高くなって
います。2018年は、すべての企業規模の階級におい
て、2017年よりも取得率が上昇しました（図表3-3-
13）。業種別に見ると、2018年は複合サービス事業
を除くすべての業種で取得率が４割を上回りました
（図表3-3-14）。

【図表3-3-13　企業規模別の年次有給休暇取得率】

【図表3-3-14　業種別の有給休暇取得率】
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（備考）
1. 厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
2. 調査対象が変わっているため、時系列比較
には注意を要する。

　2006 年以前の調査対象：「本社の常用労働
者が 30人以上の会社組織の民営企業」

　2007 ～ 2013 年の調査対象：「常用労働者
が 30人以上の会社組織の民営企業」

　2014 年以降の調査対象：「常用労働者が 30
人以上の民営企業」（複合サービス事業、会
社組織以外の法人（医療法人、社会福祉法人、
各種の協同組合等）含む）

3. 2011 年、2012 年、2013 年値の調査対象：
東日本大震災による企業活動への影響等を考
慮し、被災地域（※）から抽出された企業を
調査対象から除外し、被災地域以外の地域に
所在する同一の産業・規模に属する企業を再
抽出し代替。　　　　　　

　※ 国土地理院「津波による浸水範囲の面積
　（概略値）について（第５報）」（2011 年
　４月 18 日公表 ) により、津波の浸水を受
　けた地域並びに東京電力福島第一原子力発
　電所において発生した事故に関し設定され
　た警戒区域等（市区町村単位）。 

4. 2014 年は 2014 年４月、2015 年は 2015 年
９月、2016 年は 2016 年７月にそれぞれ設定
されている避難指示区域（帰還困難区域、居
住制限区域及び避難指示解除準備区域）を含
む市町村に所在する企業を調査対象から除外。

（備考）
 １.厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
 ２.2013年と2018年では調査対象が異なるため、時系列比較には注意を要する。
　2013年の調査対象:「常用労働者が30人以上の会社組織の民営企業」
　2018年の調査対象:「常用労働者が30人以上の民営企業」（複合サービス事業、会社組織以外の法人（医療法人、社会福祉法人、各種の協同組合等）含む）
 ３.2013年調査では複合サービス事業は調査対象外のため、値がない。　  　 
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３．年次有給休暇の取得をめぐる状況
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計画的付与制度の有無別に見ると、多くの業種
で、制度を有する企業の方が、年次有給休暇取得率
が高い傾向にあります（図表3-3-15）。また、1,000

人以上規模を除いて、制度を有する企業の方が、年
次有給休暇取得率が高くなっています。（図表3-3-
16）。

【図表3-3-15　年次有給休暇取得率（業種別、計画的付与制度の有無別）】

【図表3-3-16　年次有給休暇取得率（企業規模別、計画的付与制度の有無別）】

（備考）
1. 厚生労働省「就労条件総合調査」（2019 年）より作成。
2. 調査対象は、常用労働者が 30人以上の民営企業。
3.「鉱業，採石業，砂利採取業」の計画的付与制度有の数値は、回答企業数が少なく数値を算出することができない。
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（備考）
1. 厚生労働省「就労条件総合調査」（2019 年）より作成。
2. 調査対象は、常用労働者が 30人以上の民営企業。
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年次有給休暇を取得することに対し、「ためらい

を感じる」又は「ややためらいを感じる」者の割合
は52.6％となっています（図表3-3-17-①）。その
理由として、「みんなに迷惑がかかると感じるから」
が最も多く62.6%となっています（図表3-3-17-
②）。

【図表3-3-17-①　年次有給休暇の取得に対するためらい】

【図表3-3-17-②　年次有給休暇の取得に対するためらいを感じる理由】

（備考）
１．2000 年は厚生労働省 「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」、2018 年は厚生労働省　「働き方・休み方
　　改革の取組及び仕事と生活の調和の実現に関する調査研究　労働者アンケート調査結果」より作成。
２．対象は、図表 3－3－25－①で「ためらいを感じる」又は「ややためらいを感じる」と回答した者。
３．複数回答。

8.4

15.1

58.7

62.6

42.3 42.2

15.7

22.5

36.4

28.4

4.2 2.5

2018年

（％）
70

60

50

40

30

20

10

0
昇
格
や
査
定
に

悪
い
影
響
が
あ
る
か
ら

み
ん
な
に
迷
惑
が

か
か
る
と
感
じ
る
か
ら

後
で
多
忙
に
な
る
か
ら

上
司
が
い
い
顔
を

し
な
い
か
ら

職
場
の
雰
囲
気
で

取
得
し
づ
ら
い
か
ら

そ
の
他

2000年

（備考）
2000 年は厚生労働省 「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」、2017 年は厚生労働省「「仕事と生活の調和」
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労働者アンケート調査」より作成。また 2018 年はWEB調査のため、無回答・不明がない。
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メンタルヘルス対策に取り組んでいる職場の割合
を事業所規模別に見ると、事業所規模が大きいほど
取り組んでいる割合が高い傾向にあり、300人以上

ではすべて99％以上となっています（図表3-3-
18）。

【図表3-3-18　メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合（事業所規模別）】

【図表3-3-19　メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取組内容】

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取
組内容（複数回答）は、「労働者のストレスの状況
などについて調査票を用いて調査（ストレスチェッ
ク）」が62.9％と最も多く、次いで「メンタルヘル

ス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」
（56.3％）、「メンタルヘルス対策に関する事業所内
での相談体制の整備」（42.5％）となっています
（図表3-3-19）。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所計

2018年 59.2％

（事業所規模別）

10～ 29人 51.6％

30 ～ 49人 63.5％

50 ～ 99人 86.0％

100 ～ 299人 97.7％

300 ～ 499人 99.6％

500 ～ 999人 99.2％

1,000人以上 99.7％

（備考）厚生労働省「平成30年労働安全衛生調査（実態調査）」より作成。

（備考）
１．厚生労働省「平成 30年労働安全衛生調査（実態調査）」より作成。
２．数値は 10人以上規模民営事業所におけるメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の取組内容の割合。
３．複数回答。

労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）

メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供

メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備

健康診断後の保健指導におけるメンタルヘルス対策の実施

メンタルヘルス対策の実務を行う担当者の選任

職場環境等の評価及び改善（ストレスチェック後の集団（部、課など）ごとの分析を含む）

メンタルヘルス対策に関する管理監督者への教育研修・情報提供

メンタルヘルス対策について、安全衛生委員会等での調査審議

職場復帰における支援（職場復帰支援プログラムの策定を含む）

メンタルヘルス対策に関する問題点を解決するための計画の策定と実施

医療機関を活用したメンタルヘルス対策の実施

他の外部機関を活用したメンタルヘルス対策の実施

メンタルヘルス対策に関する事業所内の産業保健スタッフへの教育研修・情報提供

地域産業保健センター（地域窓口）を活用したメンタルヘルス対策の実施

産業保健総合支援センターを活用したメンタルヘルス対策の実施

その他
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